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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第54期
第１四半期
累計期間

第55期
第１四半期
累計期間

第54期

会計期間
自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日

自　平成24年１月１日
至　平成24年３月31日

自　平成23年１月１日
至　平成23年12月31日

売上高 （千円） 3,883,856 4,071,867 14,630,267

経常利益 （千円） 114,623 96,705 285,842

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）
（千円） △63,380 36,444 87,918

持分法を適用した場合の
投資利益

（千円）     ―     ― ―

資本金 （千円） 885,134 885,134 885,134

発行済株式総数 （株） 8,701,656 8,701,656 8,701,656

純資産額 （千円） 4,437,271 4,589,501 4,579,164

総資産額 （千円） 9,736,891 10,649,703 10,235,979

１株当たり四半期(当期）純利益
金額又は四半期純損失金額（△）

（円） △7.73 4.45 10.72

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益金額

（円） ― ― ―

１株当たり配当額 （円） ― ― 4.00

自己資本比率 （％） 45.6 43.1 44.7

（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結経営指標等については記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益は、損益等からみて重要性が乏しいと判断して記載しておりません。

４．第54期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損

失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第55期第１四半期累計期間及び第54期の潜在

株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の一時の混乱から脱却し、緩やかな回復基調が進ん

できています。しかし、円相場の高止まりや、ギリシャ発ソブリン債のデフォルト危機を始め、依然として世界経済

の先行きに不透明感があり、予断を許さない状況にあります。

建設業界におきましては、民間設備投資が一時の抑制傾向から反転し、休止していた工事案件の再開、住宅リ

フォームや介護施設向け物件が増えてきており、活況を取り戻してきました。

当社におきましては、このような状況の中、前年から引き続き地域に根ざした営業活動を推進し、建築物件情報の

収集を強化し、新規顧客の開拓に全力を挙げて取り組んでおります。

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は、40億71百万円（前年同四半期比4.8％増）、営業利益82百万円（前

年同四半期比17.7％減）、経常利益96百万円（前年同四半期比15.6％減）、四半期純利益36百万円（前年同四半期

は四半期純損失63百万円）となりました。

(2)財政状態の分析

（資産）

当第１四半期会計期間末における資産合計は106億49百万円となり、前事業年度末に比べて4億13百万円増加いた

しました。これは主に、受取手形及び売掛金が2億78百万円、商品が66百万円増加し、現金及び預金が34百万円増加し

たことによるものであります。

（負債）

当第１四半期会計期間末における負債合計は60億60百万円となり、前事業年度末に比べて4億3百万円増加いたし

ました。これは主に、支払手形及び買掛金が3億49百万円、未払法人税等が42百万円増加し、賞与引当金が40百万円増

加したことによるものであります。

（純資産）

当第１四半期会計期間末における純資産合計は45億89百万円となり、前事業年度末に比べて10百万円増加いたし

ました。これは主に、その他有価証券評価差額金が6百万円増加し、配当金の支払及び四半期純利益計上の結果とし

て利益剰余金が3百万円増加したことによるものであります。

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4)研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種　類 発行可能株式総数(株)

普通株式 23,400,000

計 23,400,000

②【発行済株式】

種 類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年３月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成24年５月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内　容

普通株式 8,701,656 8,701,656

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

権利内容に何ら限定
のない当社における
標準となる株式であ
り 、 単 元株式数は
1,000株であります。

計 8,701,656 8,701,656 ― ―

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成24年１月１日～

平成24年３月31日
― 8,701,656― 885,134― 1,316,079

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7)【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成23年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成24年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式  　504,000
― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　8,092,000 8,092 ―

単元未満株式 普通株式    105,656 ― ―

発行済株式総数           8,701,656 ― ―

総株主の議決権 ― 8,092 ―

（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権１

個）含まれております。

②【自己株式等】

 平成24年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式） 　     

初穂商事株式会社
名古屋市中区錦
二丁目14番21号

504,000― 504,000 5.79

計 ― 504,000― 504,000 5.79

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期会計期間（平成24年１月１日から平成

24年３月31日まで）及び当第１四半期累計期間（平成24年１月１日から平成24年３月31日まで）に係る四半期財

務諸表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財

政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準　　　　　　  0.54％

売上高基準　　　　　  0.60％

利益基準　　　　　  △1.82％

利益剰余金基準　　  △1.87％

※　会社間項目の消去前の数値により算出しております。

EDINET提出書類

初穂商事株式会社(E02797)

四半期報告書

 6/14



１【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,660,838 1,695,531

受取手形及び売掛金 ※1
 4,984,287

※1
 5,262,305

商品 717,266 783,463

貯蔵品 4,953 5,160

その他 52,911 55,309

貸倒引当金 △18,890 △19,944

流動資産合計 7,401,367 7,781,826

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 325,785 320,417

土地 1,492,965 1,505,802

その他（純額） 72,461 89,248

有形固定資産合計 1,891,212 1,915,468

無形固定資産 14,965 15,423

投資その他の資産

その他 1,046,128 1,042,064

貸倒引当金 △117,695 △105,078

投資その他の資産合計 928,433 936,985

固定資産合計 2,834,612 2,867,877

資産合計 10,235,979 10,649,703

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※1
 4,814,837

※1
 5,164,645

短期借入金 380,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 78,000 62,000

未払法人税等 21,079 63,629

賞与引当金 22,600 62,863

その他 191,017 190,823

流動負債合計 5,507,534 5,893,960

固定負債

役員退職慰労引当金 62,295 64,003

資産除去債務 22,457 22,553

その他 64,527 79,684

固定負債合計 149,280 166,241

負債合計 5,656,815 6,060,201
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 885,134 885,134

資本剰余金 1,316,184 1,316,184

利益剰余金 2,497,872 2,501,528

自己株式 △119,391 △119,391

株主資本合計 4,579,799 4,583,455

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △635 6,046

評価・換算差額等合計 △635 6,046

純資産合計 4,579,164 4,589,501

負債純資産合計 10,235,979 10,649,703
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(2) 【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年３月31日)

売上高 3,883,856 4,071,867

売上原価 3,241,517 3,400,413

売上総利益 642,339 671,453

販売費及び一般管理費 541,667 588,590

営業利益 100,671 82,862

営業外収益

受取利息 1,655 1,551

受取配当金 118 108

受取賃貸料 4,030 4,344

仕入割引 11,115 12,340

その他 2,436 1,212

営業外収益合計 19,355 19,556

営業外費用

支払利息 1,141 1,128

賃貸費用 403 714

売上割引 3,583 3,870

その他 275 －

営業外費用合計 5,403 5,713

経常利益 114,623 96,705

特別利益

固定資産売却益 － 1,148

貸倒引当金戻入額 762 －

保険解約益 54,025 －

特別利益合計 54,787 1,148

特別損失

固定資産売却損 15 －

固定資産除却損 325 662

役員退職慰労金 196,309 －

保険解約損 8,852 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 22,956 －

その他 100 －

特別損失合計 228,559 662

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △59,147 97,190

法人税、住民税及び事業税 3,697 60,758

法人税等調整額 535 △11

法人税等合計 4,233 60,746

四半期純利益又は四半期純損失（△） △63,380 36,444
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【会計方針の変更等】

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

【追加情報】

当第１四半期累計期間
(自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日)

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しており

ます。

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

前事業年度
（平成23年12月31日）

当第１四半期会計期間
（平成24年３月31日）

※１．期末日満期手形の処理について

期末日満期手形の会計処理は、手形交換日を
もって決済処理しております。
なお、当期末日が金融機関の休日であったため、
次の期末日満期手形が期末残高に含まれておりま
す。
　
　
受取手形        212,259千円
支払手形   607,555千円

※１．四半期会計期間末日満期手形の処理について

四半期会計期間末日満期手形の会計処理は、手
形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第１四半期会計期間末日が金融機関の
休日であったため、次の四半期会計期間末日満期
手形が四半期会計期間末残高に含まれておりま
す。
　
受取手形        265,489千円
支払手形   727,133千円

（四半期損益計算書関係）

該当事項はありません。

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

前第１四半期累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成24年１月１日
至　平成24年３月31日）

　

減価償却費 12,449千円
　

　

減価償却費 13,860千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成23年１月１日　至　平成23年３月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年３月25日
定時株主総会

普通株式 32,797 4.00平成22年12月31日平成23年３月28日利益剰余金

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成24年１月１日　至　平成24年３月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年３月27日
定時株主総会

普通株式 32,788 4.00平成23年12月31日平成24年３月28日利益剰余金

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。

（持分法損益等）

前第１四半期累計期間(自平成23年１月１日  至平成23年３月31日)及び当第１四半期累計期間(自平成24年１月

１日  至平成24年３月31日)

関連会社は損益等からみて重要性が乏しいと判断し、持分法を適用した場合の投資損益の金額を算出しており

ません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間（自平成23年１月１日　至平成23年３月31日）及び当第１四半期累計期間（自平成24年

１月１日　至平成24年３月31日）

当社は、建設資材販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

 
前第１四半期累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年３月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成24年１月１日
至　平成24年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
△7円73銭 4円45銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
△63,380 36,444

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純

損失金額（△）（千円）
△63,380 36,444

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,199 8,197

（注）前第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損

失であり、また潜在株式が存在していないため記載しておりません。当第１四半期累計期間の潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　　 平成24年５月７日

初穂商事株式会社 　 　

　取締役会　御中 　 　

　 有限責任監査法人　トーマツ 　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  中 浜　　明 光 　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  林       伸 文 　　印

　

　
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている初穂商事株式会社

の平成24年１月１日から平成24年12月31日までの第55期事業年度の第１四半期会計期間（平成24年１月１日から平成24

年３月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年１月１日から平成24年３月31日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半

期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、初穂商事株式会社の平成24年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する

第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。　
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